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税務動向 

企画財政部、「半導体エコシステムへの支援の強化方案」の発表 
 

政府は 11 月 27 日に産業競争力強化向けの関係長官会議で「半導体エコシステムへの支援の強化方案」を発表しました。国家戦略技術の投資税

額控除の対象に R&D 装備等の研究開発施設への投資を含め、半導体企業に対する国家戦略技術の投資税額控除率を引き上げる方案等を推

進し、積極的に支援する計画だと明らかにしました。 

 

主な内容は次の通りです。 

 

主要内容  

 

○ 財政支援 

– 基盤施設等に対する企業の負担を大幅に緩和 

（電力網）半導体特別法が国会を通過する時、龍仁・平沢半導体クラスターの送電インフラの構築に対する全面的な企業負担の軽

減方案を直ちに設ける 

（基盤施設）国家先端戦略産業の特化団地に対する政府の支援限度を引き上げる等、追加の支援方案を設ける 

（人材）優秀な人材の海外流出を防止し、先端産業の専門人材を養成できるよう様々な方案を講ずる 

 

○ 税制支援 

– 国会と協議して半導体等の国家戦略技術の税額控除の拡大を推進 

（適用対象）国家戦略技術の投資税額控除の対象に R&D 装備等の研究開発のための施設投資を含む 

（控除率）半導体企業に対する国家戦略技術の投資税額控除率を引き上げ 

– 半導体製造に使用される部分品に対して割当関税を適用 

 

○ 金融支援 

– 2025 年 14 兆ウォン以上の方針金融への支援およびファンド投資を本格的に執行 

（対象）素材・部品・装備、ファブレス、製造等の全半導体分野に対して総 14 兆ウォン以上の方針金融を供給（貸付、保証、保険） 
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企画財政部、「2023 改正税法のまとめ」の発刊 
 

企画財政部の税制室では毎年、前年度に改正された税法の主な内容を税法別にまとめた「改正税法のまとめ」を発刊しています。今回発刊した

「2023改正税法のまとめ」には、租税法令のうち 2023年等の最近公布された改正法律と関連施行令および施行規則の改正内容と改正理由がまと

められています。 

 

主な内容は次の通りです。 

 

主要内容  

 

○ 動画コンテンツの制作費用に対する税額控除率の引き上げ 

○ 国家戦略技術および新成長源泉技術の拡大 

○ 国内復帰海外進出企業に対する税額減免および期間の拡大 

○ 家業承継贈与税の低率課税区間を上方修正 

○ 職務発明金の非課税限度の引き上げ 

○ 民間ベンチャー母ファンド出資法人の税額控除の新設 

○ 機会発展特区に対する税制支援の新設 

○ 輸入配当金の益金不算入規定の合理化 

○ 農漁村特別税の有効期間 10 年延長 

○ 婚姻・出産による贈与財産控除の新設 
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例規・判例 

【国税庁】投資・共生協力促進税制の適用除外対象法人の課税方式の選択可否 

（書面-2023-法人-2344、2024.1.11.） 

 

▣ 質疑 

未還流所得に対する法人税の納付対象から除外された法人が次期還流積立金に対する法人税を投資を含む方式で申告する時、以前事業年度に

対しても投資を含む方式に変更しなければならないか 

– （1 案）以前事業年度の課税方式を変更する必要がない 

– （2 案）以前事業年度の課税方式を変更しなければならない 

 

▣ 事実関係 

– 質疑法人は鉄板加工業を営む企業であり、2021～2022 事業年度に投資を除く方式で未還流所得に対する法人税を申告し、2021 事業年

度 19.4 億ウォン、2022 事業年度 4.4 億ウォンを次期還流積立金として申告した 

– 質疑法人は自己資本 500 億ウォンの超過法人に該当し、2023 事業年度から未還流所得に対する法人税の納付対象から除外されたが、既

に発生した次期還流積立金に対して法人税を納付する予定である 

 

回答 

 

 

「租税特例制限法」が改正（法律第 19199 号、2022.12.31.）されたことにより、2023 事業年度から租税特例制限法第 100 条の 32 第 1 項の

投資・共生協力促進のための課税特例の適用対象から除外された内国法人が 2021 事業年度および 2022 事業年度に積み立てた次期還流積

立金がある場合、租税特例制限法第 100 条の 32 第 6 項の規定を適用して計算した金額を 2023 事業年度の法人税額に追加して納付しなけ

ればならず、2023 事業年度の超過還流額がある場合、積み立てられた次期還流積立金から差し引くことができるものである。 

 

この時、 2023 事業年度の超過還流額を計算するにおいて 2022 事業年度分に対して同条第 2 項第 2 号の方法（投資を除く方式）で未還流

所得に対する法人税を申告する場合には、同条第 2項第 1号（投資を含む方式）と第 2号（投資を除く方式）のうち、いずれかを選択して算

定できるものであり、2023 事業年度分に対して同条第 2 項第 1 号（投資を含む方式）を選択した場合には、2024 事業年度分も同じ方式を適

用し続けなければならないものである。 
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【国税庁】中小企業社会保険料税額控除の 1 次控除の当時、中小企業だった法人が追加控除の適用対象の事業年

度には一般企業に該当するようになった場合、追加控除が適用されるか否か 

（基準-2024-法規法人-0071、2024.6.12.） 

 

▣ 質疑 

2019事業年度に中小企業に該当して租税特例制限法§30の 4により中小企業社会保険料税額控除が適用された法人が、追加控除の適用対象

になる 2020 事業年度には一般企業に該当する場合、2020 事業年度に「2019 事業年度分の追加控除」が適用されるか否か 

 

▣ 事実関係 

諮問対象法人はソフトウェアの開発・製作・流通およびサービス等を目的に設立された法人であり、2020 事業年度に 2019 事業年度に比べ全体の常

時勤労者数および青年等の常時勤労者数が増加し、2019 事業年度までは中小企業に該当したが、2020 事業年度からは一般企業に分類された 

 

回答 

 

 

該当課税年度（2019）の常時勤労者数が直前課税年度（2018）の常時勤労者数より増加して「租税特例制限法」第 30 条の 4

（2021.12.28.法律第 18634 号に改正される前のもの）第 1 項の各号による税額控除が適用された中小企業が控除を受けた課税年度

（2019）の終了日から１年になる日が属する課税年度（2020）の終了日までの期間中、全体の常時勤労者数が控除を受けた課税年度の全

体の常時勤労者数より減少していない場合には、次の課税年度（2020）以後に規模の拡大等により中小企業に該当しなくなっても同条第 2項

の各号の区分による金額を該当課税年度（2019）の終了日から 1 年になる日が属する課税年度の法人税から控除するものである。 
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【国税庁】賃貸目的の事業用資産に関する租税特例制限法§130②「首都圏過密抑制圏域内の投資」の判定基準に

なる事業場の意味 

（基準-2024-法規法人-0073、2024.6.28.） 

 

▣ 質疑 

首都圏過密抑制圏域に本店を置いてレンタル事業を行う場合で、賃借人がレンタル資産を首都圏過密抑制圏域外で使用する場合、 租税特例制

限法§130②「過密抑制圏域内の投資」に該当するか否かを判断するにおいて基準になる事業場が賃貸法人（諮問対象法人）のレンタル事業場

であるか、又は賃貸人の事業場（レンタル資産の使用場所）であるかの判断 

 

▣ 事実関係 

– 諮問対象法人は車両、情報通信機器および医療機器、事務用機器等のレンタル事業を営む非中小企業であり、2005 年首都圏過密抑制

圏域に本店を設置し、2020～2022 事業年度に取得したレンタル資産（全て移動可能な資産であり、税額控除の対象に該当するものと前提）

に対して統合投資税額控除を適用してほしいという内容の更正請求を提起した 

– 諮問対象法人によるとレンタル資産は全て賃借人が首都圏過密抑制圏域外で使用する 

 

回答 

 

 

中小企業ではない内国法人が 1990 年 1 月 1 日以後、首都圏過密抑制圏域で新たな事業場を設置して「租税特例制限法」第 24 条による統

合投資税額控除の対象資産の貸与を事業として営む場合、同法第 130 条第 2 項の適用時に「首都圏過密抑制圏域にある該当事業場で使

用するために取得する事業用の固定資産」に該当するか否かは賃借人が当該資産を使用する場所ではなく、首都圏過密抑制圏域にある該当内

国法人の事業場を基準に判断するものである。 
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【国税庁】国家戦略技術の事業化施設に対する追加控除の計算方法 

（書面-2023-法規法人-3395、2024.11.5.） 

 

▣ 質疑 

国家戦略技術の事業化施設として認定された施設と同じ性格の施設に対する改正前の投資金額が直前 3 年間の年平均投資金額に含まれるか否

か 

 

▣ 事実関係 

– 質疑法人は先端素材等の製造業を営む法人であり、2021 年に改正された「租税特例制限法」第 24 条（*）により二次電池素材施設に対

して研究開発税額控除技術審議委員会の審議を経て国家戦略技術の事業化施設として認定された 

（*）2021年に国家戦略技術の事業化施設に対する投資税額控除の新設（2021.12.28.法律第 18634号）、（附則）2021年 7月 1日以後に国家戦略

技術の事業化施設に投資する場合から適用 

– 質疑法人は国家戦略技術の事業化施設として認定された施設と同じ性格の二次電池素材施設に対して 2021 年以前から継続的に投資して

きた 

 

回答 

 

 

「租税特例制限法」第 24 条第 1 項第 2 号ロ目の国家戦略技術の事業化施設に対する追加控除の金額を計算する時、「該当課税年度の直

前 3 年間の年平均投資金額」には同法の施行規則［別表 6 の 2］にて規定する施設として、2021 年 7 月 1 日以後に研究開発税額控除技

術審議委員会の審議を経て企画財政部長官と産業通商資源部長官が共同で認定する施設に対する投資分のみ含まれるものである。 
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